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※冊子のページ番号になります。 

令和４年１月１７日 

令和３年度「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（車両・充電インフラ等導入事業）」申請の手引き 改訂対比表 

実績報告提出期限の延長に伴い、下記該当箇所を改訂します。 

（下線部改定箇所） 

ページ・項目 改 訂 前 改 訂 後 

９ 

２－２ 

（１１）充電設備の設置およびその支払を完了し、実績報告期限日（令

和４年１月３１日（月））までに実績の報告をすること。 

（１１）充電設備の設置およびその支払を完了し、実績報告期限日（令

和４年２月２８日（月））までに実績の報告をすること。 

１５ 

３－１３ 

・実績報告の最終報告期限は、令和４年１月３１日（月）です。 ・実績報告の最終報告期限は、令和４年２月２８日（月）です。 

２０８ 

第９条 

交付規程第１２条１項のセンターが別に定める日は令和４年１月３１

日（月）とする。 

交付規程第１２条１項のセンターが別に定める日は令和４年２月２８

日（月）とする。 

（改訂日：令和４年１月１７日） 

２１０ 

（附則） 

（追記） 令和４年１月１７日改訂 

１．この実施細則は、審査委員会での承認日（令和４年１月１７日）

から適用する。 
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※冊子のページ番号になります。 

令和３年９月１５日 

令和３年度「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（車両・充電インフラ等導入事業）」申請の手引き 改訂対比表 

公募兼交付申請受付の延長に伴い、下記該当箇所を改訂します。 

（下線部改定箇所） 

ページ・項目 改 訂 前 改 訂 後 

１２ 

３－３ 

（追記） 第６回 １１月採択：１０／２９ 

１２ 

３－４ 

令和３年５月２８日（金） ～ 令和３年９月３０日（木） 令和３年５月２８日（金） ～ 令和３年１０月２９日（金） 

１３ 

３－５ 

（追記） 第６回 １１月採択：１０月２９日（金） 

１３ 

３－６ 

なお、第５回 １０月採択の締切日（９月３０日（木））の採択締切日

の場合は、最終の採択締切日になることから受付を不可とします。 

なお、第６回 １１月採択の締切日（１０月２９日（金））の採択締切

日の場合は、最終の採択締切日になることから受付を不可とします。 

 

第６回 １１月採択：１０月２５日（月）～１０月２９日（金） 

２０５ 

第４条 

交付規程第７条第１項に規定するセンターが指定する日は、令和３年

９月３０日（木）とする。 

交付規程第７条第１項に規定するセンターが指定する日は、令和３年

１０月２９日（金）とする。 

（改定日：令和３年９月１４日） 

２１０ 

（附則） 

（追記） 令和３年９月１４日改訂 

１．この実施細則は、審査委員会での承認日（令和３年９月１４日）

から適用する。 

 


